
 

 

 
第第55節節  農農村村にに⼈⼈がが住住みみ続続けけるるたためめのの条条件件整整備備  

 
 
農村は地域住⺠の⽣活や就業の場になっていますが、⾼齢化や⼈⼝減少により集落機能

が低下し、農地の保全や買い物・⼦育て等の集落の維持に必要不可⽋な機能が弱体化する
地域が増加していくことが懸念されています。 

本節では、農村に⼈が住み続けるための条件整備として、地域コミュニティ機能の維持・
強化や⽣活インフラ等の確保を図る取組について紹介します。 

 
((11)) 地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持やや強強化化  
((農農業業集集落落のの⼩⼩規規模模化化がが進進⾏⾏))  

我が国の「地域の基礎的な社会集団」である農業集落1は、地域に密着した⽔路・農道・
ため池等の農業⽣産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷等の農業⽣産⾯のほか、集落の寄
り合い2といった協働の取組や伝統・⽂化の継承等、⽣活⾯にまで密接に結びついた地域コ
ミュニティとして機能しています。 

しかしながら、農業集落は⼩規模化が進⾏するなど⾼齢化と⼈⼝減少の影響が強く表れ
ており、総⼾数が9⼾以下の⼩規模な農業集落の割合については、令和2(2020)年は、平成
22(2010)年の6.6%から1.2ポイント増加し7.8％となりました(図図表表33--55--11)。 

⼩規模な集落では、農地の保全等を含む
集落活動の停滞のほか、買い物がしづらく
なるといった⽣活環境の悪化により、単独
で農業⽣産や⽣活⽀援に係る集落機能の維
持が困難となるとともに、集落機能の低下
が更なる集落の⼈⼝減少につながり、集落
の存続が困難になることが懸念されていま
す。このため、広域的な範囲で⽀え合う組
織づくりを進めるとともに、農業⽣産の継
続と併せて、⽣活環境の改善を図ることが
重要です。 

また、集落の存続はその地域での農業⽣
産活動の維持にも影響することから、農村
⼈⼝の維持・増加やコミュニティ機能の維
持は重要な課題となっています。 

  

 
1 ⽤語の解説(1)を参照 
2 地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等のこと 

図表3-5-1 総⼾数9⼾以下の農業集落の割合 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 令和2(2020)年は、総⼾数の把握に当たって、総務省「令
和2年国勢調査」のデータを基に算出している。 
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また、地域住⺠が地⽅公共団体や事業者、各種団体と協⼒・役割分担をしながら、⾏政

施設や学校、郵便局等の分散する⽣活⽀援機能を集約・確保し、周辺集落との間をネット
ワークで結ぶ「⼩さな拠点」では、地域の祭りや公的施設の運営等の様々な活動1に取り組
んでいます。令和4(2022)年度の形成数は、前年度に⽐べ102か所増加し1,510か所となっ
ています(図図表表33--55--44)。このうち84％の1,262か所で地域運営組織が設⽴されています。 

 

 
⼩さな拠点の形成に向けて、関係府省が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、

廃校施設の活⽤等に取り組む中、農林⽔産省は、農産物加⼯・販売施設や地域間交流拠点
の整備等の⽀援を⾏っています。 

  

 
1 内閣府「令和3年度⼩さな拠点の形成に関する実態調査」(令和3(2021)年12⽉公表)を参照 

図表3-5-4 ⼩さな拠点の形成数 

資料：内閣府「⼩さな拠点の形成に関する実態調査」 
注：1) 各年5⽉末時点の数値 

2) 市町村版総合戦略に位置付けのある⼩さな拠点の数 

⼩⼩ささなな拠拠点点情情報報ササイイトト  
URL：https://www.chisou.go.jp/sousei/about/ 

chiisanakyoten/index.html 
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((広広域域連連携携にによよりり集集落落機機能能のの維維持持をを⽀⽀ええるる動動ききがが広広ががりり))  
農業⽤⽤排⽔路やため池等の地域資源

を有している農業集落のうち、これらの保
全活動を⾏っている集落の割合は、平成
27(2015)年から令和2(2020)年までの期間
で⾒ると、いずれも上昇しています。その
要因としては、他の農業集落との共同での
保全や都市住⺠の⽀援を受けた取組が増加
していることが挙げられます。農業集落の
縮⼩により集落機能が低下しつつある保全
活動を、広域的に連携した取組によって⽀
援する動きが全国的に拡⼤していることが
うかがわれます (図図表表33--55--22)。 

 
 

((地地域域運運営営組組織織やや⼩⼩ささなな拠拠点点のの形形成成数数ははそそれれぞぞれれ前前年年度度にに⽐⽐べべ増増加加))  
地域の暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、地域内の様々な

関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた
取組を持続的に実践する組織である「地域運営組織(RMO1)」について、令和4(2022)年度
の形成数は、前年度に⽐べ1,143組織増加し7,207組織となっています(図図表表33--55--33)。 

 

 
 

1 Region Management Organizationの略 

図表3-5-2 農業集落による主な地域資源の保全
状況 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 各地域資源がある農業集落を⺟数とした割合 

(単位：%)

平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

46.1 52.6
うち、他の集落と共同で保全 15.3 16.1
うち、都市住⺠と連携して保全 1.0 4.9

78.4 81.2
うち、他の集落と共同で保全 34.4 37.7
うち、都市住⺠と連携して保全 1.9 8.2

農地を農業集落で保全

農業⽤⽤排⽔路を農業集落で保全

図表3-5-3 地域運営組織の形成数 

資料：総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する
調査研究事業報告書」 

注：各年度調査時点の数値 

地地域域運運営営組組織織  
URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ 

jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html 
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((22))  ⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
((農農業業・・農農村村ににおおけけるる情情報報通通信信環環境境のの整整備備をを推推進進))  

データを活⽤した農業の推進や農業⽔利施設1等の管理の省⼒化・⾼度化、地域の活性化
を図るため、農業・農村におけるICT等の活⽤に向けた情報通信環境を整備することが課
題となっています。 

農林⽔産省は、令和3(2021)年に農業農村情報通信環境整備推進体制準備会を設置し、
先進地域、⺠間事業者等と連携して地⽅公共団体等への技術的なサポートを⾏っています。
また、令和4(2022)年度は、全国21地区において、農⼭漁村振興交付⾦(情報通信環境整備
対策)により、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境整備に係る調査、計画策定及び施
設整備が進められました。 

 
((標標準準耐耐⽤⽤年年数数をを超超過過ししたた農農業業集集落落排排⽔⽔施施設設はは全全体体のの約約88割割))  

農業集落排⽔施設は、農業⽤⽔の⽔質保全等を図るため、農業集落におけるし尿、⽣活
雑排⽔の汚⽔等を処理するものであり、農村の重要な⽣活インフラとして稼働しています。 

⼀⽅、供⽤開始後20年(機械類の標準耐⽤年数)を経過する農業集落排⽔施設が76％に達
するなど、⽼朽化の進⾏や災害への脆 弱

ぜいじゃく
性が顕在化するとともに、施設管理者である市

 
1 ⽤語の解説(1)を参照 

 
島根県安来市

や す ぎ し
のえーひだカンパニー株式会社は、同市⽐

ひ
⽥

だ
地区の農村RMOと

して、地域農業に貢献する取組を始め、産業振興や⽣活環境改善、福祉の充実、
定住促進等の多岐にわたる事業を展開しています。 

同地区では、少⼦⾼齢化等による地区存続の危機感から、地域住⺠が中⼼とな
り、⾏政や農協のサポートを受けて、地区機能維持の仕組みを創るため88個の戦
略プランから成る「⽐⽥地域ビジョン」を策定しました。このビジョンの確実な
実施に向けて、平成29(2017)年に、地域住⺠を構成員として同社が設⽴されまし
た。 

同社は、農業分野では、産業⽤ドローンを使った⽔稲の防除作業や地元農産物を活⽤した商品
開発等の取組を進めています。また、農業以外の分野においても、公共交通の空⽩地域での輸送
事業のほか、⾼齢者の居場所づくりや買い物⽀援、地域外住⺠との交流イベントの開催等の取組
を進めています。 

今後とも、住⺠による住⺠のための株式会社として、⽣活環境、福祉、産業、観光等、多岐に
わたる分野で同地区の活性化に向けて貢献していくこととしています。 

移移動動販販売売⾞⾞にによよるる買買いい物物⽀⽀援援  
((⽣⽣活活⽀⽀援援にに係係るる機機能能))  

資料：えーひだカンパニー株式会社 

((事事例例))  地地域域活活性性化化をを⽀⽀ええるる農農村村RRMMOOをを設設⽴⽴しし、、多多岐岐ににわわたたるる事事業業をを展展開開((島島根根県県))  

ドドロローーンンにによよるる防防除除作作業業  
  ((農農業業⽣⽣産産にに係係るる機機能能))  

資料：えーひだカンパニー株式会社 

 

 

((集集落落のの機機能能をを補補完完すするる「「農農村村RRMMOO」」のの形形成成をを促促進進))  
中⼭間地域を始めとした農村地域では⾼齢化・⼈⼝減少の進⾏により、農業⽣産活動の

みならず、農地・⽔路等の保全や買い物・⼦育て等の⽣活⽀援等の取組を⾏うコミュニテ
ィ機能の弱体化が懸念されています。このため、複数の集落の機能を補完して、農⽤地保
全活動や農業を核とした経済活動と併せて、⽣活⽀援等の地域コミュニティの維持に資す
る取組を⾏う「農村型地域運営組織」(以下「農村RMO」という。)を形成していくことが
重要となっています(図図表表33--55--55)。 
 

 
また、農村RMOは、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦や多⾯的機能⽀払交付⾦の交付を受

けて農⽤地の保全活動を⾏う組織と、地域の多様な主体が連携し、地域資源を活⽤した農
業振興等による経済活動を展開し、農業集落の⽣活⽀援を⼿掛ける組織へと発展させてい
くことが重要です。 

農林⽔産省は、令和8(2026)年度までに農村RMOを100地区で形成する⽬標に向けて、
農村RMOを⽬指す団体等が⾏う農⽤地保全、地域資源の活⽤、⽣活⽀援に係る調査、計
画作成、実証事業等の取組に対して⽀援することとしています。また、地⽅公共団体や農
協、NPO法⼈等から構成される都道府県単位の⽀援チームや、全国プラットフォームの構
築を⽀援し、農村RMOの形成を後押ししています。 
 

図表3-5-5 農村RMO形成に関する推進体制 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 地域おこし協⼒隊及び地域活性化起業⼈は、第3章第7節を参照  

2) 地域プロジェクトマネージャーとは、⾏政、地域、⺠間及び外部専⾨家等の関係者間を橋渡ししながら地域の重要プロジェクト
を推進する現場責任者として市町村から任⽤される者 

3) ⽣活⽀援コーディネーター(地域⽀え合い推進員)とは、⽣活⽀援・介護予防サービスの充実に向けて、市町村が定める活動区域
ごとに、ボランティア等の⽣活⽀援の担い⼿の養成・発掘、関係者のネットワーク化等、多様な取組のコーディネートを⾏うた
めに配置される者 

4) 中間⽀援組織とは、地域住⺠や⾏政等との間に⽴って様々な活動の⽀援を⾏う組織。農村RMOの形成推進のため、ネットワーク
づくりやコーディネート等、協議会の伴⾛者としての役割も期待されている。 

伴⾛

⃝ 農村RMOを⽬指す地域に対し、部局横断的な⽀援チームを形成し、伴⾛⽀援
都道府県レベルの⽀援チーム

農協、集落⽀援員、⽣活⽀援コーディネー
ター、公⺠館主事、社会教育⼠等
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マネージャー

○地域活性化起業⼈
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集落協定、集落営農
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((22))  ⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
((農農業業・・農農村村ににおおけけるる情情報報通通信信環環境境のの整整備備をを推推進進))  

データを活⽤した農業の推進や農業⽔利施設1等の管理の省⼒化・⾼度化、地域の活性化
を図るため、農業・農村におけるICT等の活⽤に向けた情報通信環境を整備することが課
題となっています。 

農林⽔産省は、令和3(2021)年に農業農村情報通信環境整備推進体制準備会を設置し、
先進地域、⺠間事業者等と連携して地⽅公共団体等への技術的なサポートを⾏っています。
また、令和4(2022)年度は、全国21地区において、農⼭漁村振興交付⾦(情報通信環境整備
対策)により、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境整備に係る調査、計画策定及び施
設整備が進められました。 

 
((標標準準耐耐⽤⽤年年数数をを超超過過ししたた農農業業集集落落排排⽔⽔施施設設はは全全体体のの約約88割割))  

農業集落排⽔施設は、農業⽤⽔の⽔質保全等を図るため、農業集落におけるし尿、⽣活
雑排⽔の汚⽔等を処理するものであり、農村の重要な⽣活インフラとして稼働しています。 

⼀⽅、供⽤開始後20年(機械類の標準耐⽤年数)を経過する農業集落排⽔施設が76％に達
するなど、⽼朽化の進⾏や災害への脆 弱

ぜいじゃく
性が顕在化するとともに、施設管理者である市

 
1 ⽤語の解説(1)を参照 

 
島根県安来市

や す ぎ し
のえーひだカンパニー株式会社は、同市⽐

ひ
⽥

だ
地区の農村RMOと

して、地域農業に貢献する取組を始め、産業振興や⽣活環境改善、福祉の充実、
定住促進等の多岐にわたる事業を展開しています。 

同地区では、少⼦⾼齢化等による地区存続の危機感から、地域住⺠が中⼼とな
り、⾏政や農協のサポートを受けて、地区機能維持の仕組みを創るため88個の戦
略プランから成る「⽐⽥地域ビジョン」を策定しました。このビジョンの確実な
実施に向けて、平成29(2017)年に、地域住⺠を構成員として同社が設⽴されまし
た。 

同社は、農業分野では、産業⽤ドローンを使った⽔稲の防除作業や地元農産物を活⽤した商品
開発等の取組を進めています。また、農業以外の分野においても、公共交通の空⽩地域での輸送
事業のほか、⾼齢者の居場所づくりや買い物⽀援、地域外住⺠との交流イベントの開催等の取組
を進めています。 

今後とも、住⺠による住⺠のための株式会社として、⽣活環境、福祉、産業、観光等、多岐に
わたる分野で同地区の活性化に向けて貢献していくこととしています。 

移移動動販販売売⾞⾞にによよるる買買いい物物⽀⽀援援  
((⽣⽣活活⽀⽀援援にに係係るる機機能能))  

資料：えーひだカンパニー株式会社 

((事事例例))  地地域域活活性性化化をを⽀⽀ええるる農農村村RRMMOOをを設設⽴⽴しし、、多多岐岐ににわわたたるる事事業業をを展展開開((島島根根県県))  

ドドロローーンンにによよるる防防除除作作業業  
  ((農農業業⽣⽣産産にに係係るる機機能能))  

資料：えーひだカンパニー株式会社 

 

 

((集集落落のの機機能能をを補補完完すするる「「農農村村RRMMOO」」のの形形成成をを促促進進))  
中⼭間地域を始めとした農村地域では⾼齢化・⼈⼝減少の進⾏により、農業⽣産活動の

みならず、農地・⽔路等の保全や買い物・⼦育て等の⽣活⽀援等の取組を⾏うコミュニテ
ィ機能の弱体化が懸念されています。このため、複数の集落の機能を補完して、農⽤地保
全活動や農業を核とした経済活動と併せて、⽣活⽀援等の地域コミュニティの維持に資す
る取組を⾏う「農村型地域運営組織」(以下「農村RMO」という。)を形成していくことが
重要となっています(図図表表33--55--55)。 
 

 
また、農村RMOは、中⼭間地域等直接⽀払交付⾦や多⾯的機能⽀払交付⾦の交付を受

けて農⽤地の保全活動を⾏う組織と、地域の多様な主体が連携し、地域資源を活⽤した農
業振興等による経済活動を展開し、農業集落の⽣活⽀援を⼿掛ける組織へと発展させてい
くことが重要です。 

農林⽔産省は、令和8(2026)年度までに農村RMOを100地区で形成する⽬標に向けて、
農村RMOを⽬指す団体等が⾏う農⽤地保全、地域資源の活⽤、⽣活⽀援に係る調査、計
画作成、実証事業等の取組に対して⽀援することとしています。また、地⽅公共団体や農
協、NPO法⼈等から構成される都道府県単位の⽀援チームや、全国プラットフォームの構
築を⽀援し、農村RMOの形成を後押ししています。 
 

図表3-5-5 農村RMO形成に関する推進体制 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 地域おこし協⼒隊及び地域活性化起業⼈は、第3章第7節を参照  

2) 地域プロジェクトマネージャーとは、⾏政、地域、⺠間及び外部専⾨家等の関係者間を橋渡ししながら地域の重要プロジェクト
を推進する現場責任者として市町村から任⽤される者 

3) ⽣活⽀援コーディネーター(地域⽀え合い推進員)とは、⽣活⽀援・介護予防サービスの充実に向けて、市町村が定める活動区域
ごとに、ボランティア等の⽣活⽀援の担い⼿の養成・発掘、関係者のネットワーク化等、多様な取組のコーディネートを⾏うた
めに配置される者 

4) 中間⽀援組織とは、地域住⺠や⾏政等との間に⽴って様々な活動の⽀援を⾏う組織。農村RMOの形成推進のため、ネットワーク
づくりやコーディネート等、協議会の伴⾛者としての役割も期待されている。 

伴⾛

⃝ 農村RMOを⽬指す地域に対し、部局横断的な⽀援チームを形成し、伴⾛⽀援
都道府県レベルの⽀援チーム
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○⽂部科学省
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町村の維持管理に係る負担が増加しています(図図表表33--55--66)。 
このような状況を踏まえ、農林⽔産省は

農業集落排⽔施設について、未整備地域に
関しては引き続き整備を進めるとともに、
既存施設に関しては広域化・共同化対策や
維持管理の効率化、⻑寿命化・⽼朽化対策
を進めるため、地⽅公共団体による機能診
断等の取組や更新整備等を⽀援しています。 

また、国内資源である農業集落排⽔汚泥
のうち、肥料等として農地還元されている
ものは、令和3(2021)年度末時点で約5割と
なっています。みどり戦略1の推進に向け、
農業集落排⽔汚泥資源の再⽣利⽤を更に推
進することとしています。 

 
((農農道道のの適適切切なな保保全全対対策策をを推推進進))  

農道は、圃場
ほじょう

への通作や営農資機材の搬⼊、産地から市場までの農産物の輸送等に利⽤
され、農業の⽣産性向上等に資するほか、地域住⺠により⽇常の移動に利⽤されるなど、
農村の⽣活環境の改善を図る重要なインフラです。令和4(2022)年8⽉時点で、農道の総延
⻑距離は17万719kmとなっています。⼀⽅、農道を構成している構造物について、供⽤開
始後20年を経過するものは、 橋 梁

きょうりょう
で78%、トンネルで58%に達しています。経年的な劣

化の進⾏も⾒られる中、構造物の保全対策を計画的・効率的に実施し、その機能を適切に
維持していくためには、予防保全を図ることが重要となっています(図図表表33--55--77)。 

このため、農林⽔産省では、農道の適切な保全対策の実務に必要となる基本的事項を取
りまとめた「農道保全対策の⼿引き」を改定し、保全対策の推進に取り組むとともに、農
道の再編・強 靱

きょうじん
化や拡幅による⾼度化等、農業の⽣産性向上や農村⽣活を⽀えるインフ

ラを確保するための取組を⽀援しています。 

 
 

1 第2章第9節を参照 

図表3-5-7 農道を構成している構造物の供⽤開始後の経過年数 
(橋梁) (トンネル) 

20年以上
58% 

50年～ 40〜49年

30〜39年
13%

20〜29年
37%

10～19年
38%

0～9年

5%
4% 3%

資料：農林⽔産省作成 
注：令和4(2022)年4⽉1⽇時点の数値 

20年以上
78% 

50年～

40～49年
16%

30～39年
26%20～29年

32%

10～19年
17%

0～9年 不明

3%
2% 4%

図表3-5-6 農業集落排⽔施設の供⽤開始後の経
過年数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和4(2022)年度末時点の推計値 

76％

17％

6％
2％

10〜14年

20年以上

15〜19年

0〜9年
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